
平成21年６月橋本市議会定例会会議録（第６号）その２ 

平成21年６月19日（金） 

                                         

（午前９時31分 開議）                      

○議長（中西峰雄君）おはようございます。  日程第２ 議案第５号 橋本市ごみ焼却場

設置及び管理条例の一部を改正する条例に

ついて と、日程第３ 議案第６号 橋本

市環境美化センター設置及び管理条例につ

いて の２件 

 ただ今の出席議員数は23人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 ○議長（中西峰雄君）日程第２ 議案第５号

 橋本市ごみ焼却場設置及び管理条例の一部

を改正する条例について と、日程第３ 議

案第６号 橋本市環境美化センター設置及び

管理条例について の２件を一括議題といた

します。 

                     

○議長（中西峰雄君）この際、報告いたしま

す。 

 市長から平成21年６月17日付、橋総第45号

をもって追加議案８件が送付されております。 

 議案はお手元に配付いたしております。  本案に関し、委員長の報告を求めます。 

                      総務委員会委員長 17番 山田君。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 〔17番（山田哲弥君）登壇〕 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

○17番（山田哲弥君）それでは、委員長報告

を行います。 

 去る６月11日の本会議において、本委員会

に付託された議案第５号 橋本市ごみ焼却場

設置及び管理条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第６号 橋本市環境美化センター

設置及び管理条例について を審査するため、

６月12日に委員会を開催し、慎重審査の結果、

いずれも全会一致で原案のとおり可決すべき

ものと決しましたので、以下その概要を報告

いたします。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において３番 富岡君、

９番 上田君の２人を指名いたします。 

                     

○議長（中西峰雄君）当局より発言の申し出

がありますので、これを許します。 

 経済部長。 

○経済部長（山本重男君）貴重な時間をいた

だきましてありがとうございます。  議案第５号は、現在建設中である橋本周辺

広域ごみ処理場が、平成21年８月１日から稼

働することに伴い、ごみの新しい分別区分に

対応した新しいごみ指定袋を７月１日から先

行して販売する予定であり、新ごみ袋に記載

する「収集に関する問い合わせ先の名称」に

あわせて担当部署の名称を変更しておく必要

があるので、「橋本クリーンセンター」の名称

を「橋本市環境美化センター」に変更するも

 去る６月９日の一般質問におきまして、７

番 中谷和史議員の質問に対する答弁の中で、

広域営農団地農道整備事業の総事業費を264

億8,500万円とご答弁させていただきました

が、264億8,500万円は誤りで、正しくは269

億4,590万円でございます。訂正しておわび申

し上げます。 

○議長（中西峰雄君）ご了承願います。 
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のでございます。 

 委員から、橋本クリーンセンターから橋本

市環境美化センターに名称を変更する理由に

ついて ただしがあり、現在の名称は橋本ク

リーンセンターとなっているが、ごみの焼却

が橋本周辺広域ごみ処理場に移行することに

なり、新たに収集車両基地とすることに伴い、

ふさわしい名前に変更すべく内部で検討した

結果、橋本市環境美化センターにした との

答弁がありました。 

 議案第６号は、８月１日の橋本周辺広域ご

み処理場の稼働に合わせて、ごみ焼却場とし

ての橋本・高野口両クリーンセンターを閉鎖

し、橋本クリーンセンターを新たに収集車両

基地として設置するための条例を定めるもの

である。 

 委員から、橋本市環境美化センターについ

て、地元との協議の中で使用期限等が定めら

れているのか、また、その使用期限を条例に

明記する必要はないのか とのただしがあり、

収集車両基地としての使用期限は、地元との

協議の中で10年間となっている。また、使用

期限については、本条例には明記していない

が、地元との協定書において、10年経過後の

使用については改めて協議することとなって

いる との答弁がありました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（中西峰雄君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で質疑を終結いたします。 

 これより、議案第５号と議案第６号の２件

について、一括して討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第５号 橋本市ごみ焼却場

設置及び管理条例の一部を改正する条例につ

いて と、議案第６号 橋本市環境美化セン

ター設置及び管理条例について の２件を一

括して採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号と議案第６号の２件に

ついては、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第４ 議案第７号 橋本市立産業文化

会館設置及び管理条例について から、日

程第６ 議案第10号 橋本市立文教施設利

用に関する条例の一部を改正する条例につ

いて までの３件 

○議長（中西峰雄君）日程第４ 議案第７号

 橋本市立産業文化会館設置及び管理条例に

ついて から、日程第６ 議案第10号 橋本

市立文教施設利用に関する条例の一部を改正

する条例について までの３件を一括議題と

いたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 ４番 松浦君。 

〔４番（松浦健次君）登壇〕 

○４番（松浦健次君）去る６月11日の本会議

において、本委員会に付託された議案第７号

 橋本市立産業文化会館設置及び管理条例に

ついて、議案第８号 橋本市立温水プール設

置及び管理条例について、議案第10号 橋本

市立文教施設利用に関する条例の一部を改正

する条例について を審査するため、６月16

日に委員会を開催し、慎重審査の結果、いず

れも全会一致で原案のとおり可決すべきもの

と決しましたので、以下その概要を報告いた
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します。 

 議案第７号及び議案第８号は、指定管理者

制度の導入により民間ノウハウを活用するこ

とで、施設における利用者サービスの向上、

管理運営費の削減などが期待できることから、

制度導入に必要な関係規定を整備するもので

ある。また、市立温水プールについては、市

外居住者が利用する際の割増料金の徴収規定

について追加するものである。 

 委員から、指定管理者の指定後、特にプー

ルにおいて、事故等が発生した場合の責任の

所在と対応について ただしがあり、事故な

のか、過失によるものなのか等の判断になる

が、責任分担については指定管理者と協定を

結ぶ際、協議し明確化したい。また、万が一

の事故に備え、現在、保険に加入しているが、

より本施設の運営に即した保険について調査

したい との答弁がありました。 

 産業文化会館の使用に係る季節料金制度に

ついて、冷暖房実施期間中の使用に対し一律

に５割加算するのではなく、冷暖房の使用の

有無によって判断すべきではないのか との

ただしがあり、冷暖房については、個々の部

屋で入れる・切るの切り替えはできるものの、

全館一斉に冷暖房が使用できる本体設備を稼

働させる必要があるため、使用の有無にかか

わらず加算したい との答弁がありました。 

 産業文化会館における使用料の減免規定に

ついては、利用者にわかりやすく、また他の

施設や担当者によって取り扱いに差異が生じ

ないよう、どんな場合に減免対象となるのか、

具体的な内容を入れるなど、より明確化して

いただきたい との意見がありました。 

 議案第10号は、現高野口地区公民館が昨年

４月にオープンしたものの、使用料の部屋別

区分に係る条項整備が遅れていたため、今回、

実態に即した区分に改正し、また、同館に設

置した電気式陶芸窯の有料化のため、所要の

改正を行うものである。 

 委員から、陶芸用設備の使用について、で

きるだけ効率よく利用していただくため、使

用日を決めるなど基準を設ける必要はないの

か とのただしがあり、現在はサークル単位

で利用されているが、個人が利用される場合

も想定されるため、今後は使用する曜日を決

める、また作品の数が集まってから利用して

いただくなどの運用を行っていきたい との

答弁がありました。 

 使用料の部屋区分について、それぞれ部屋

の面積も違う中で、なぜ８部屋すべて同一料

金となっているのか とのただしがあり、部

屋の面積にばらつきはあるものの、他の地区

公民館とのバランスも考慮して使用料を設定

している との答弁がありました。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第７号と議案第８号の２件

について、一括して討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第７号 橋本市立産業文化

会館設置及び管理条例について と、議案第

８号 橋本市立温水プール設置及び管理条例

について の２件を一括して採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号と議案第８号の２件に
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ついては、委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第10号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第10号 橋本市立文教施設

利用に関する条例の一部を改正する条例につ

いて を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中西峰雄君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 
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